
財団法人 青森学術文化振興財団助成金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１ 財団法人青森学術文化振興財団（以下「財団」という。）寄附行為第４条に規定す

る事業に対し、予算の範囲内において助成金を交付し、地域における教育・研究活動等

の振興を図り、もって県内の学術・文化の発展に寄与することを目的とする。 

 

（助成対象者） 

第２ 助成金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 （１）事務所を県内に有する団体、又は、県内の所属機関等に所属する研究者 

（２）原則として１年以上継続して組織があり、かつ、代表者を含め３人以上の役員が

いる団体、又は、現在の所属機関等に１年以上所属している研究者 

 （３）事業計画、予算書及び決算書を示すことができる団体、または研究者 

 

（助成対象事業） 

第３ 助成金交付の対象となる事業（以下「助成事業」という。）は、営利を目的としな

い活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、４月

１日から翌年の３月３１日までに実施され、かつ終了でき、国、地方公共団体又はこれ

らに準ずる団体から他の制度による補助等を受けていない事業で、次に定める事業とす

る。 

（１）地域における学術・文化の振興に係る事業 

① 公開講座の開催 

② 地域の振興に係る研究 

③ 共同研究 

④ 地域における学術・文化の振興に係る事業 

（２）青森公立大学の国際交流を中心とした教育活動 

（３）その他、法人の目的を達成するために必要と認められる事業 

 

（助成対象経費及び額） 

第４ 助成金交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）及び助成金の額は、

次のとおりとする。 

 

助成対象経費 助成金の額 

謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運

搬費、賃借料、賃金、その他理事長が必要と

認める経費 

助成対象経費のうち、理事長が必要

と認める金額 

    

（助成金の交付申請）  

第５ 助成金交付申請は、助成金交付申請書（様式第１号）により、財団理事長（以下「理

事長」という。）に提出するものとする。 



２ 前項の申請に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）その他理事長が必要と認める書類 

 

（助成金の交付決定）  

第６ 理事長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、

必要に応じて実地調査を行い、助成金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するも

のとする。 

 

（助成金交付の条件）  

第７ 助成金交付の決定がなされた場合において、その目的を達成するため、次の条件を

付するものとする。  

（１）助成事業に要する経費の変更をする場合、又は事業を廃止する場合は、事業変更

（廃止）承認申請書（様式第４号）を理事長に提出し、その承認を受けること。 

（２）助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合

は、速やかに理事長に報告し、その指示を受けること。 

（３）助成事業の、経費の収支に係る証憑書と当該事業に関する事項を明らかにする書

類を備えつけ、これらを助成事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保管

しておくこと。 

（４）助成事業が申請と異なると理事長が判断した場合、その後の事情の変更により特

別の必要が生じたときは、助成金の交付決定の全部、若しくは一部を取り消し、又

はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。 

（５）助成金の交付後、事業の廃止若しくは計画変更、又は実績報告により、助成金の

全額、又は一部の額が不要となった場合には、速やかに返還すること。  

 

（申請の取下げ） 

第８ 第６の規定により助成金の交付決定を受けた申請者（以下「助成事業者」という。）

が、決定内容の不服により申請を取下げる場合は、交付決定の通知を受けた日から起算

して１５日を経過した日までに交付申請取下げ書（様式第７号）を理事長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定は

なかったものとみなす。 

 

（状況報告） 

第９ 助成事業者は、助成事業の遂行状況について、理事長から要求があったときは、事

業状況報告書（様式第８号）を提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０ 助成事業が完了したときは、事業完了の日から起算して３０日を経過した日まで

に、事業実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 



 

（１）収支決算書（様式第１０号） 

（２）助成金にかかる領収書等の写し 

（３）その他理事長が必要と認める書類 

 

（助成金額の確定及び助成金の請求） 

第１１ 理事長は、事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ助成金

額を確定し、助成事業者に通知するものとする。 

２ 助成事業者は、助成金の交付を受けようとする場合には、前項の通知を受けた後、直

ちに理事長に対して助成金支払請求書（様式第１１号）を提出しなければならない。 

 

（助成金の交付） 

第１２ 理事長は、助成金支払請求書を受領後、１５日以内に助成事業者に対し助成金を

交付するものとする。 

 

（概算払） 

第１３ 理事長は、助成事業者において、概算払を受けなければ助成事業の遂行に相当な

困難な事態が生じると認められる場合は、助成事業者の申請により助成金の全部又は一

部を概算払により交付することができる。 

２ 概算払を受けようとする助成事業者は、理事長に対し概算払承認申請書（様式第１２

号）を提出しなければならない。 

３ 理事長は、概算払承認申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ概算払金

額を決定し、助成事業者に通知するものとする。 

４ 前項により決定の通知を受けた助成事業者は、直ちに理事長に対して助成金支払請求

書（様式第１１号）を提出しなければならない。 

５ 理事長は、助成金支払請求書を受領後、１５日以内に助成事業者に対し助成金を交付

するものとする。 

 

（精算） 

第１４ 概算払を受けた助成事業者は、第１１第１項の通知により助成金額が確定し精算

額が生じたときは、通知を受けた日から起算して１５日を経過した日までに、理事長に

精算額を支払わなければならない。 

２ 精算額の支払いに要する払込手数料その他の経費は、助成事業者の負担とする。 

 

（助成金交付決定の取り消し） 

第１５ 理事長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、助成金交付の決定

の全部又は一部を取り消すことがある。 

 （１）理事長が求める書類を提出しなかった場合 

 （２）第５の規定による交付申請書類の内容に重大な過誤、又は虚偽が判明した場合 

 （３）第１０の規定による実績報告書類の内容に重大な過誤、又は虚偽が判明した場合 

 



（助成金の返還） 

第１６ 理事長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部

分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するもの

とする。 

 

（その他） 

第１７ この要綱に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則  

（施行期日） 

この要項は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年１０月２９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱は、平成２０年４月１日以後に実施する助成事業について適用し、平成

２０年３月３１日までに終了する助成事業については、なお従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

  １ この要綱は、平成２０年１１月１日から施行する。 

   附 則 

  １ この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱は、平成２４年４月１日以後に実施する助成事業について適用し、平成 

２３年３月３１日までに終了する助成事業については、なお従前の例による。 



様式第 1号（第５関係） 

 

平成  年  月  日 

 

財団法人青森学術文化振興財団 

理事長       殿 

 

申請者 

（住 所） 

（団体名） 

（氏名・団体の場合は 

代表者氏名）             印 

（連絡先）（   ）   － 

 

 

助 成 金 交 付 申 請 書 
 

 

 平成  年度において、              事業を実施したいので、交付要

綱及び公募要項の内容を確認・理解した上で、下記関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

□交付要綱及び公募要項の内容を確認・理解し申請します。 

（チェックを入れる） 

 

助成金交付申請額   金       円 

 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

１ 事業計画書（様式第２号） 

２ 収支予算書（様式第３号） 

３ その他（申請者所属団体の概要及び組織に関する書類等） 



様式第２号（第５関係） 

 

 

事 業 計 画 書 
 

 

１．事業の名称 
 

２．事業の趣旨 

 

３．事業期間 平成  年  月  日  ～  平成  年  月  日 

４．事業実施場所  

５．事業内容 

 

６．その他 

 

 

 



様式第３号（第５関係） 

 

収 支 予 算 書 
 

収 入                            （単位：千円） 

費  目 予 算 額 積算内訳 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

合  計    

 

支 出                            （単位：千円） 

費  目 予 算 額 

（ 助 成 金 ） 

予 算 額 

（自己負担等） 

積算内訳 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

合  計     

※「積算内訳」欄には、積算の基礎となる事項を記載すること。必要に応じて別紙を添付

すること。（例：謝金 20,000円の場合 → 5,000円×2ｈ×1人×2日）  



様式第４号（第７関係） 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

財団法人青森学術文化振興財団 

理事長       殿 

 

（住 所） 

（団体名） 

（氏名・団体の場合は 

代表者氏名）             印 

（連絡先）（   ）   － 

 

 

事業変更（廃止）承認申請書 
 

 

平 成   年   月   日 付 け 青 学 財 第   号 で 交 付 決 定 の あ っ た 、 

平成  年度               事業について、別紙のとおり変更（廃止）し

たいので、承認してくださるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業状況報告書（様式第８号） 

２ 事業変更（廃止）に係る理由書 

３ その他 

  ・変更後の事業計画書（様式第５号） 

  ・変更後の収支予算書（様式第６号）



様式第５号（第７関係） 

 

 

事 業 計 画 書 
 

 

 変更前 変更後 

１．事業の 

名称 

  

２．事業の 

趣旨 

  

３．事業期間 
平成  年   月   日   ～  

平成  年  月  日 

平成   年   月   日   ～  

平成  年  月  日 

４．事業実施 

場所 

  

５．事業内容 

  

６．その他 

  



様式第６号（第７関係） 

 

収 支 予 算 書 
 

収 入                            （単位：千円） 

費  目 予 算 額 

変 更 前 

予 算 額 

変 更 後 

積算内訳 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

    

合  計     

 

支 出                            （単位：千円） 

費  目 予 算 額 

（助成金） 

変更前 

予 算 額 

（自己負担等） 

変更前 

予 算 額 

（助成金） 

変更後 

予 算 額 

（自己負担等） 

変更後 

積算内訳 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

合  計       

※「積算内訳」欄には、積算の基礎となる事項を記載すること。必要に応じて別紙を添付

すること。（例：謝金 20,000円の場合 → 5,000円×2ｈ×1人×2日）  



  

様式第７号（第８関係） 

 

平成  年  月  日 

 

財団法人青森学術文化振興財団 

理事長       殿 

 

（住 所） 

（団体名） 

（氏名・団体の場合は 

代表者氏名）             印 

（連絡先） （   ）   － 

 

 

 

交 付 申 請 取 下 げ 書 
 

 

 

 

平 成   年   月   日 付 け 青 学 財 第   号 で 交 付 決 定 の あ っ た 、 

平成  年度              事業について、財団法人青森学術文化振興

財団助成金交付要項第８の規定により提出します。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第９関係） 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

財団法人青森学術文化振興財団 

理事長       殿 

 

（住 所） 

（団体名） 

（氏名・団体の場合は 

代表者氏名）            印 

（連絡先） （   ）   － 

 

 

事 業 状 況 報 告 書 
 

 

平 成   年   月   日 付 け 青 学 財 第   号 で 交 付 決 定 の あ っ た 、 

平成  年度              事業について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

状 況 

 

 

 

 

 



様式第９号（第１０関係） 
平成  年  月  日 

 
財団法人青森学術文化振興財団 
理事長       殿 
 

助成事業者 
（住 所） 
（団体名） 
（氏名・団体の場合は 

代表者氏名）            印 
（連絡先） （   ）   － 

 

事 業 実 績 報 告 書 
 
 平 成   年   月   日 付 け 青 学 財 第   号 で 交 付 決 定 の あ っ た 、  
平成  年度               事業が完了したので、関係書類を添えて報告し
ます。 
 
事業実績 

事 業 名 
 

 
１．事業実施内容 

 
   
 
 
 
 
 
２．事業完了年月日 

 

※実施年月日、実施場所、実施方法、参加者等について詳細に記載すること。別紙添付も可。 
 
（添付書類） 
１ 収支決算書（様式第１０号） 
２ 助成金にかかる領収書等の写し 
３ その他（成果品、ポスター、パンフレット、記録写真等の事業の実施が確認できるもの） 



様式第１０号（第１０関係） 

 

収 支 決 算 書 
 

収 入                             

費  目 予 算 額 決 算 額 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（円） （円）  

合  計    

 

 

支 出  

費  目 予 算 額 

（助成金） 

予 算 額 

（自己  

負担等） 

決 算 額 

（助成金） 

決 算 額 

（自己  

 負担等） 

備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（円） （円） （円） （円）  

合  計      

※領収書等の写しを必ず添付すること。 



様式第１１号（第１１関係） 
 

平成  年  月  日 
 
財団法人青森学術文化振興財団 
理事長       殿 
 

助成事業者 
（住 所） 
（団体名） 
（氏名・団体の場合は 

代表者氏名）            印 
（連絡先） （   ）   － 

 

助 成 金 支 払 請 求 書 
 
平成  年  月  日付け青学財第   号で助成金（概算・確定）の通知を受けた 
平成  年度              事業について、下記のとおり請求します。 
 

記 
 

請求額  金                 円 
 

金融機関名 支店名 
 

口座名義人 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
 
（氏 名） 

預金種類 
口座番号 

 

 
※概算払を受けているときは、助成額から当該概算払金額を控除した金額を請求すること。 
※複数の振込先口座をお持ちの場合、ゆうちょ銀行以外の金融機関を指定してください。 
※振込先の口座名義人が、団体の代表者と異なる場合は、下記委任状欄も記入してくださ
い。 
 
（委任状） 
 私は、         を代理人と定め、次の権限を委任します。 
平成 年 月 日に申請した助成金（概算・確定）の受領に関すること。 

 
申請者の 住所                   
     氏名                印  

 
代理人の 住所                   

氏名                印  
 



様式第１２号（第１３関係） 

 

平成  年  月  日 

 

財団法人青森学術文化振興財団 

理事長       殿 

 

助成事業者 

（住 所） 

（団体名） 

（氏名・団体の場合は 

代表者氏名）            印 

（連絡先） （   ）   － 

 

概 算 払 承 認 申 請 書 
 

平成  年  月  日付け青学財第    号で助成金額決定の通知を受けた 

平成  年度      事業について、関係書類を添えて概算払を申請します。 

 

 

１ 事業名 

 

 

２ 概算払申請額                         円 

 

 

３ 申請事由 

 


